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令和４年度 事 業 報 告 書（案） 

（自令和４年４月１日  至令和５年３月３１日） 

 

１．会員の増減 

               正会員    賛助会員  特定会員 

  令和３年度末       １９５社     １４社    １社 

   その後の入会        ４社      ０社    １社 

   その後の退会        １社      ０社    ０社 

  令和４年度末現在     １９８社     １４社    ２社 

             ※）年度末で磯部建設(株)が退会 

 

２．会務運営に関する事項 

（１）総 会 

   令和４年度定時総会（第４１回）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止 

  を図りつつ、着席形式の懇談会を総会にあわせて開催した。総会には、委任 

  状を含め１９１社の参加があり第４１回定時総会が成立し、下記の決議案件 

等について業務執行理事から説明があり承認可決された。 

 

決議案件 

１）令和３年度収支決算報告書の承認の件 

令和３年度の収支決算報告書について、原案のとおり承認。 

２）任期満了に伴う役員選任の件 

 任期満了に伴う役員選任がなされ、１１名が再任した他、髙柳浩樹氏、 

田中邦彦氏及び西村康志氏が新任として決議。 

報告事項 

１）令和３年度事業報告書の件 

報告された事業報告書を了承。 

２）令和４年度事業計画書及び令和４年度収支予算書の件 

報告された事業計画書及び収支予算書をそれぞれ了承。 

 

 

 

 



 

（２）理事会 

 令和４年度の理事会は、定例理事会２回、臨時理事会３回を開催した。 

 

第１回定例理事会 

日 時 令和４年４月２２日（金） 

   場 所 協会会議室 

   理事現在数 １２名 

  出席者 柴田和正理事他８名の理事（欠席４名）及び両監事 

うち Web参加は理事１名及び監事１名 

決議事項 

１）令和３年度事業報告書の承認の件 

事業報告書について、全員一致で承認し、総会に報告する。 

２）令和３年度収支決算報告書の承認の件 

   収支決算報告書について、全員一致で承認し、総会に諮る。 

３）任期満了に伴う次期役員候補者の決定の件 

       任期満了に伴う次期役員候補者について、全員一致で承認し、総会に 

諮る。 

４）会長表彰者決定の件 

  会長表彰者として西村專次氏、佐藤康弘氏及び長谷川泉氏が推薦さ 

れ、全員一致で承認。 

５）第４１回定時総会の日時及び場所並びに目的となる事項の決定の件 

     第４１回定時総会の日時及び場所並びに目的となる事項について、 

全員一致で以下の内容を承認した。 

日 時 令和４年５月２３日（月）１６時００分から 

場 所 アルカディア市ヶ谷（私学会館）  

目的となる事項等 

議  案 「令和３年度収支決算報告書の承認」の件 

         「任期満了に伴う次期役員選任」の件 

報告事項  「令和２年度事業報告書」の件 

         「令和３年度事業計画書」の件 

「令和３年度収支予算書」の件 

  なお、コロナ禍のため中止していた懇談会は、着席形式で再開する。 

   

 



 

  第１回臨時理事会 

    日 時 令和４年５月２３日（月） 

    場 所 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

    理事現在数 １２名 

    出席者 寳輪洋一理事他８名の理事（欠席３名）及び両監事 

          

   決議事項 

    １）会長、副会長及び専務理事の選定の件 

      任期満了に伴い第４１回定時総会の終結時をもって全役員が退 

任したため、新たに選出された理事から新たな会長、副会長及 

び専務理事を選定した。 

 

        ２）令和４年度のり面ノズルマン技能認定試験合格者認定の件 

          資格試験委員会から、受験者１４１名中１３６名が合格基準を 

満たしており 合格候補者として推薦する旨の報告書が提出さ 

れ、審議の結果、全員一致で合格候補者全員を合格者と認定し 

た。 

 

第２回臨時理事会（書面開催） 

    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条（定款第３ 

      ３条第２項）に基づく理事会の決議の省略の方法により、下記の審 

      査の件について業務執行理事から令和４年７月２２日に提案書が出 

      され、同年８月２日までに理事の全員（１２名）から書面により同 

      意する旨の意思表示を、また監事の全員（２名）から書面により異 

      議がない旨の意思表示を得たので、当該提案を承認可決する理事会 

の決議があったものとみなされた。 

 

   決議事項  

１）のり面施工管理技術者資格認定規則の一部変更の承認の件 

       建設業法施行規則の改正（施行日：令和４年３月３１日）を 

受け、のり面施工管理技術者資格認定規則の受験資格を一部 

変更する必要があることから同規則の一部を変更することに 

ついて全員一致で承認した。 

     ２）「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」創設



 

の件 

      会計処理は、「会計規程」に基づき処理を行っているが、証拠 

書類の保管方法については、今後、電磁ファイル等での保管が 

増加することが予測され、かつ電子帳簿保存法に従った電磁的 

記録の保存に資する必要が生じるため、当協会においても「電 

子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を 

創設することを全員一致で承認した。 

    

  第３回臨時理事会 

   日 時 令和４年１２月９日（金） 

   場 所 協会会議室 

   理事現在数 １２名 

   出席者 寳輪洋一理事他８名の理事（欠席３）及び両監事 

うち Web参加は理事１名 

   決議事項 

 １）令和４年度のり面施工管理技術者資格試験合格者の決定の件 

         資格認定試験委員会から、受験者４６２名中１１３名が合格基 

準を満たしており合格候補者として推薦する旨の報告書が提出 

され、審議の結果、全員一致で合格候補者全員を合格者と認定 

した。 

２）新規入会審査の件 

  正会員１社の入会審査を行い、全員一致で承認した。 

３）のり面施工管理技術者資格試験受験料の見直しの件 

        令和５年度の同資格試験の申し込みをネット申請に変更するこ 

ととし、変更に伴う諸経費の見直し等を行い受験料を見直すこと 

とした。 

  報告事項 

         業務執行理事から業務の執行状況に関して以下の報告がされた。 

①令和４年度のり面施工管理技術者資格更新講習会の実施結果報告 

②令和３年度法面保護工事受注実績調査結果報告 

③その他 

    

 

 



 

第２回定例理事会 

   日 時 令和５年３月２４日（金） 

   場 所 本部会議室 

   理事現在数 １２名 

   出席者 寳輪洋一理事他１２名の理事及び両監事 

       うち Web参加は理事１名 

   決議事項 

          １）令和５年度の事業計画書及び収支予算書の件 

     全員一致で承認し、総会に報告することとなった。 

          ２）のり面ノズルマン資格認定規則の一部改正の件 

     審査の結果、全員一致で規則の一部改正を承認した。 

 

   報告事項 

    ①令和４年度事業報告書（案） 

    ②令和４年度収支決算見込 

    ③正会員等の入退会状況 

 

（３）委員会 

委員会名 開催

回数 

実  施  内  容  等 

【企画委員会】 １ ・地方支部長会議を開催し地方支部活動の現状と今後の 

活動の在り方等について討議した 

【試験委員会】 

①「のり面施工管

理技術者資格認定

試験委員」 

３ ・試験の作題、採点、審査等を行った           

・令和４年度の資格試験合格者は受験者４６２名中１１３名 

で、累計合格者数は４,０７３名となった。 

 

②「のり面ノズル

マン技能認定試験

委員会」 

２ ・試験の採点及び審査並びに令和４年度に実施する試験の作題等

を行った 

・令和４年度の技能認定試験合格者は受験者１４１名中１３６名

で、累計合格者数は１,９３８名となった。 

【事業委員会】 

①「事業委員会」 

３ １）のり面構造物に関する講演会の開催を計画し新潟市、広島市

で開催を予定どおり実施した。 

２）国土交通省が実施している優秀施工者国土交通大臣顕彰及び



 

青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰の推薦候補者の選定、

協会会長が表彰する優秀のり面施工管理技術者及び優秀のり面ノ

ズルマン技能者の候補者の選定を行い、地方支部長会議に諮った 

３）昨今の物価高騰が、当法面工事における使用材料についても

煽りを受けていることから、市場単価の在り方等について経済調

査会と意見交換を行った。 

４）のり面施工管理技術者資格試験の申し込み方法の変更に伴う

受験料の見直しを行った。 

②「ノズルマン小

委員会」 

２ ・のり面ノズルマン技能講習会及び技能認定試験への講師及び試

験官の派遣を行った     

③「外国人労働者

受入検討委員会」 

１ ・JAC情報共有会に参加した 

・JACとの打ち合わせ会議を設けた 

 

【技術委員会】 

①「技術委員会」 

４ 

 

・各団体等から寄せられた技術的質問への対応                    

・のり面施工管理技術者資格試験への試験官派遣 

・更新講習会及び支部等主催の技術講習会への講師派遣  

②「のり面緑化工

の手引き改訂委員

会」  

６ ・のり面緑化工の手引きの改訂作業の継続 

③「老朽化したモ

ルタル吹付工の維

持・管理手引き編

纂委員会」 

１ ・コロナ禍のため、老朽化したモルタル吹付工の維持・管理手引

きの編纂作業をメール等で継続した 

・また、現地視察による実態調査を行った 

 

【広報委員会】 ２ ・機関誌「のり面と環境」の編集           

・統一要望書及び資格活用に関する要望書の作成    

・ホームページやマスコミを介した協会業務のＰＲ方策に 

ついての検討 

【安全委員会】 ３ ・各支部等主催の安全講習会への講師派遣 

・今後の事故防止対策の検討のため会員から収集した事故 

報告の分析を行った 

・ロープ高所作業に係る社内教育支援用ビデオの作成検討 

 を行った 

【支部長会議】 １ ・本部の方針の徹底と支部活動の基本的方針の確認    



 

 ・本部及び支部からの提案事項等について討議                    

・優秀施工者国土交通大臣顕彰及び青年優秀施工者不動産・       

 建設経済局長顕彰への推薦候補者について協議し、候補者 

 を決定  

                       

３．特定法面保護工法に関する調査研究及び普及促進 

（１）特定法面保護工法に関する調査研究 

    技術委員会において各団体等から寄せられた多数の技術的問い合わせに 

対応するための検討を行った。 

 

（２）法面保護工の普及促進 

    本部において、全国７会場でのり面施工管理技術者講習会及び全国３会 

   場でのり面施工管理技術者更新講習会並びに全国４会場でのり面ノズルマ 

   ン技能講習会の開催、地方支部等が主催する技術研修会、講習会への講師派 

   遣の要請及び他団体等が主催する講習会等への講師派遣の要請に対し技術 

   委員等の派遣を行い、法面保護工の普及促進及び安全対策の普及促進を図 

った。 

その他、各種技術に関する問い合わせに対応した。 

 

４、特定法面保護工等の研修会及び講演会 

 （１）本部においては、前年度にコロナ禍のため中止していた、新潟市及び広  

   島市における、のり面構造物に関する講演会を予定どおり実施した。 

 （２）各地方支部においては、会員及び関係技術者に対し技術普及のための研 

    修会・講習会及び安全管理に関する研修会を新型コロナウイルス感染 

拡大防止のため三密を避けることを配慮しながら開催した。 

 

５、特定法面保護工の調査 

   法面保護工事の施工実態調査及び労働災害調査を継続実施した。 

 

６、機関誌等の発行 

   機関誌「のり面と環境」Ｎｏ５７及びＮｏ５８を発行した。 

    

 

 



 

７、その他 

（１）（一社）建設技能人材機構への加入後の状況について 

    新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人の入国制限が続いているこ 

    とから海外試験の実施ができていない状況である。このため、現時点で 

    は、国内にいる外国人技能実習生からの移行者が、主な特定技能外国人 

    労働者として取り扱われている。令和４年度においては、会員企業のう 

   ち２社が同外国人労働者を受入雇用している。今後も技能実習生から 

定技能外国人労働者への移行が増加するものと見込まれる。 

    当協会も、特定技能外国人受入れに際し加入が義務付けられている（一 

社）建設技能人材機構へ令和３年４月１日付けで加入しており、特定技 

能外国人労働者を雇用している会員企業と Jacの負担金仲介事務を開始 

した。 

（２）要望活動の実施 

    国土交通省、都道府県等の発注機関に対し統一要望書及び資格活用に関 

する要望書を提出し法面事業の推進並びに工事品質確保のため資格試験 

合格者の活用を要請した。 

（３）社会保険加入問題への対応 

    建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会（国土交通省主催）に

参画し、社会保険加入対策等への取組みを引き続き実施した。 

（４）インボイス制度への対応 

    令和５年１０月から適用されるインボイス制度（適格請求書発行事業者 

    の登録）に向けた登録を当協会として申請し、令和３年１１月２４日付 

で登録したところであるが、機関誌等にもインボイス制度の概要説明等 

を掲載し、周知した。 

 

８、関係団体への協力 

（１）国土交通省地方整備局等が主催する行事への参加、工事現場における災害 

   防止や安全管理のための安全パトロール等を実施し地域社会に密着した活 

動を行った。 

（２）国土交通省主催の「道路ふれあい月間」に協賛した。 

（３）国土交通省主催の「国土交通Ｄａｙ」の啓蒙を行った。 

（４）その他関係団体主催の研修会、講習会に参加した。 

 

 



 

 

 

附属明細書 

 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する

事業報告書の内容を補足する重要な事項が存在しないため、作成しない。  

 

 


